
■■■■    今後今後今後今後のののの進進進進めめめめ方方方方（（（（予定予定予定予定））））    
まちづくり計画の柱となる地区計画等の都市計画決定までの流れは、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【まちのまちのまちのまちの将来像将来像将来像将来像】】】】                                ――――    放射放射放射放射５５５５号線号線号線号線のののの整備整備整備整備をををを契機契機契機契機としたとしたとしたとした周辺周辺周辺周辺まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり    ――――    

                                玉川上水玉川上水玉川上水玉川上水のみどりをのみどりをのみどりをのみどりを活活活活かしかしかしかし、、、、住環境住環境住環境住環境とととと交通環境交通環境交通環境交通環境がががが調和調和調和調和したまちしたまちしたまちしたまち    

日頃より、杉並区のまちづくりにご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

区では、平成 28 年 1 月から、意見交換会やオープンハウスを開催し、まちづくり計画（中間のま

とめ）とともに用途地域変更や地区計画等の具体的内容（素案）をお示しし、ご意見を伺いました。 

これらのご意見を参考に、まちづくり計画（案）及び地区計画等（原案の案）を作成しましたので、

以下のとおり説明会を開催いたします。 

なお、今回のまちづくりだよりでは、説明会の当日にご説明する内容のうち、地区計画等（原案の

案）を中心に特集していますのでご覧ください。    

今年の 1 月から開催した第 8 回意見交換会やオープンハウスでの、地区計画等

に関する主なご質問を、Ｑ＆Ａ形式でご紹介いたします。 

http://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/toshiseibi/machi/1013923.html 
杉並区 ＞ 区政情報 ＞ 都市整備 ＞ まちづくり・住宅＞ 玉川上水・放射５号線周辺地区まちづくり 

これまでの「玉川上水・放射 5 号線周辺地区まちづくり」に関する資料は杉並区ホームページでご覧いただけます。 

※事前の申し込みはありません。直接会場までお越しください。 

※駐車場はありません。車での来場はお控えください。 

質問質問質問質問        用途地域が変更になる時期はいつ頃ですか。用途地域が変更になる時期はいつ頃ですか。用途地域が変更になる時期はいつ頃ですか。用途地域が変更になる時期はいつ頃ですか。    

【回答】用途地域変更に関する都市計画決定は東京都が行いますが、その手続きは、区が行う地区計画決定

の手続きと同時に進める必要があります。 

    このため、区では、地区計画等の検討と合わせ、用途地域変更の内容等について、東京都と協議・

調整を行っています。手続きの流れについては、以下の「今後の進め方（予定）」をご覧ください。 

    用途地域変更の時期等に関する情報は、今後もまちづくりだよりの発行等を通じてお知らせしてま

いります。 
 

質問質問質問質問        地区計画が決定されると、現在の土地や建物はすぐにその制限内容に合わせる必要がありますか。地区計画が決定されると、現在の土地や建物はすぐにその制限内容に合わせる必要がありますか。地区計画が決定されると、現在の土地や建物はすぐにその制限内容に合わせる必要がありますか。地区計画が決定されると、現在の土地や建物はすぐにその制限内容に合わせる必要がありますか。    

【回答】地区計画に定めた制限内容（高さや壁面の位置等）が適用されるのは、建物の建替え時等になります。 

このため、地区計画が決定された時点ですぐにその制限に合わせるものではありません。 

    なお、地区計画が適用されるのは、建物の新築だけではなく、増築や大規模な修繕・模様替え等も含まれ

ますのでご注意ください。 

 

質問質問質問質問        放射放射放射放射５５５５号線沿道で敷地が号線沿道で敷地が号線沿道で敷地が号線沿道で敷地が2222つの用途地域にまたがる場合、建物の用途制限はどのようになりますか。つの用途地域にまたがる場合、建物の用途制限はどのようになりますか。つの用途地域にまたがる場合、建物の用途制限はどのようになりますか。つの用途地域にまたがる場合、建物の用途制限はどのようになりますか。    

【回答】建物の用途の制限については、敷地の過半を占める用途地域の制限が適用されます。 

なお、敷地が２つの用途地域にまたがる場合、用途地域（建ぺい率や容積率等）、高度地区、地区計

画等に定められた制限内容は、それぞれに適用の考え方が異なりますので、詳しくは以下の問い合

わせ先まで、ご連絡ください。 

 

案内図 

玉川上水・放射 5 号線周辺地区まちづくり まちづくり計画（案）の概要 

テーマごとのまちづくりのテーマごとのまちづくりのテーマごとのまちづくりのテーマごとのまちづくりの目標目標目標目標とととと方針方針方針方針（（（（概要概要概要概要））））    
まちのまちのまちのまちの将来像将来像将来像将来像をををを実現実現実現実現するためのするためのするためのするための取組取組取組取組    

※以下の内容のうち、地区計画等に関することは

２、３ページに概要を記載しています。 

また、地区計画等以外については、区の制度や事 

業を活用します。（下部、緑の囲みを参照） 
テーマテーマテーマテーマ    目目目目    標標標標    方方方方    針針針針    

土地利用土地利用土地利用土地利用    
（放射 5 号線沿道、

一般住宅地、大規模

敷地、商店街） 

土地利用について４つのゾーンに分け、それぞれに目標と方針を

定めています。この目標と方針は、地区計画等と同様です。 

（２ページに概要を記載しています。） 

・都市計画の決定  

（用途地域等の変更や地区計画の策定） 

安安安安 全全全全    

安安安安 心心心心    

道路環境が向上し、災害に

対応できる安心して住める

まち 

狭あい道路の重点的な拡幅整備を

図る。また、交差点部や区境の区

道等の安全性の向上を図る。 

・狭あい道路の重点的な拡幅整備 

・特別区道 2134-1 号の歩道状空地の確保 

（世田谷区境道路） 

みどりみどりみどりみどり    

環環環環 境境境境    

玉川上水等のみどりを活か

し、住環境に潤いをもたら

すみどり豊かなまち 

放射 5 号線沿道や生活道路沿道等

の緑化を進める。 

・みどりの連続性の確保と接道部緑化の推進 

・都営住宅等の建替えに際し一定規模の緑地

や広場、公園（都営住宅）を確保 

景景景景 観観観観    

魅力的な景観が形成され、

まちへの誇りや愛着が生ま

れ、住み続けたくなるまち 

玉川上水にふさわしい良好な景観

を創出するため、建物や看板等に

係る意匠の基準などを策定する。 

・良好な景観形成の誘導 

・各ゾーンの特性に応じた屋外広告物の制限 

日日日日    時時時時    

    

平成平成平成平成28282828年年年年    5555月月月月23232323日日日日（（（（月月月月））））10101010時時時時    ～～～～    11111111時時時時30303030分分分分    
    

5555月月月月24242424日日日日（（（（火火火火））））19191919時時時時    ～～～～    20202020時時時時30303030分分分分    
    

5555月月月月29292929日日日日（（（（日日日日））））10101010時時時時    ～～～～    11111111時時時時30303030分分分分    
 

※3日間すべて同じ内容になりますので、ご都合の良い日に 

お越しください。 

会会会会    場場場場    久我山会館久我山会館久我山会館久我山会館 1111 階階階階ホールホールホールホール（（（（久我山久我山久我山久我山 3333 丁目丁目丁目丁目 23232323 番番番番 20202020 号号号号））））    

 

発行発行発行発行：：：：平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年５５５５月月月月    ／／／／    杉並区都市整備部杉並区都市整備部杉並区都市整備部杉並区都市整備部まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進課推進課推進課推進課    ／／／／    編集協力編集協力編集協力編集協力：：：：㈱㈱㈱㈱首都圏総合計画研究所首都圏総合計画研究所首都圏総合計画研究所首都圏総合計画研究所    
    

４４４４    １１１１    

玉川上水・放射５号線周辺地区 

No.６ まちづくりだより 

・ 

・ 

【【【【問問問問いいいい合合合合せせせせ先先先先】】】】〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南１－１５－１ 

杉並区都市整備部 まちづくり推進課地区計画係  電話 ０３－３３１２－２１１１（代表） 

このまちづくりだよりこのまちづくりだよりこのまちづくりだよりこのまちづくりだより

にににに関関関関するするするする、、、、ごごごご意見意見意見意見・ご・ご・ご・ご

質問質問質問質問はこちらまでごはこちらまでごはこちらまでごはこちらまでご連連連連

絡絡絡絡くださいくださいくださいください。。。。    

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり計画計画計画計画（（（（案案案案））））・・・・地区計画等地区計画等地区計画等地区計画等（（（（原案原案原案原案のののの案案案案））））をごをごをごをご説明説明説明説明しますしますしますします 

 狭あいな道路の整備促進 緑化推進事業 景観計画の運用 区区区区のののの制度制度制度制度やややや事業事業事業事業のののの活用活用活用活用((((概要概要概要概要))))    
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年

度 

    

用途地域等用途地域等用途地域等用途地域等のののの    

決 定 手 続決 定 手 続決 定 手 続決 定 手 続 きききき    

（（（（東京都決定東京都決定東京都決定東京都決定））））    

    

    

    

※東京都が都

市計画の手続

きを行うため、

現在、協議・ 

調整中です。 

まちづくり計画(案)・地区計画等(原案の案)説明会 

地区計画等(原案)の説明会 

杉並区都市計画審議会（諮問・答申） 

地区計画等地区計画等地区計画等地区計画等のののの決定決定決定決定    

地区計画等(原案)の公告・縦覧  

地区計画等(案)の公告・縦覧  

都

市

計

画

法

に

基

づ

く

手

続

き 

原案に対する

意 見 の 提 出 

案 に 対 す る 

意 見 の 提 出 



玉川上水・放射5号線周辺地区まちづくり 地区計画等の概要 

２ 地区計画（原案の案） 
 まちづくり計画で示した目指すべきまちの将来像や方針を実現するため、用途地域の変更や地区計画等
の都市計画決定を行います。 
これにより、放射5号線周辺地区における一体的・総合的なまちづくりを進めます。 

１ 用途地域等の変更（原案の案） 

用途地域 建ぺい率 容積率 高度地区 日影規制 最高高さ 用途地域 建ぺい率 容積率 高度地区 日影規制 最高高さ

① 40% 80% 第1種 一低層(一） 10m 80㎡ ①
第一種中高層

住居専用地域
60% 200% 第2種 一中高(一）

13m
(地)

100㎡
(地)

② 40% 80% 第1種 一低層(一） 10m 80㎡ ②
第一種低層

住居専用地域
50% 100% 第1種 一低層(一） 10m 120㎡

(地)

③ 40% 80% 第1種 一低層(一） 10m 80㎡ ③ 50% 150% 第2種 一中高(一） 20m(地) 1,000㎡(地)

④ 60% 150% 第1種 一低層(二） 10m 60㎡ ④ 60% 150% 第2種 一中高(一） 20m(地) 1,000㎡(地)

⑤ 40% 80% 第1種 一低層(一） 10m 80㎡ ⑤ 60% 150% 第2種 一中高(一） 13m(地) 100㎡(地)

第一種低層

住居専用地域

第一種中高層

住居専用地域

変更後 変更前 

エ オ 

イ 

ウ 

ア 

カ 

エ オ 

イ 

ウ 

ア 

カ 

※日影規制は用途地域と連動して変更になります。 
赤字は変更部分 (地)は地区計画による制限(右ページ参照) 

敷地面積の 

最低限度 
敷地面積の 

最低限度 

  ※地区計画の各制限は、2ページに記載された「地区計画の地区区分（  ～  ）」 
   に対応しています。 

①建築物の高さの最高限度 

ア ア 

カ 

１３ｍ(4階程度) 

１３ｍ(4階程度) 
20ｍ 
(６階程度) 

※一定の空地等を確保した 
 場合は17ｍまで緩和 

ウ          エ           

オ ケ 

ケ ア 

●17ｍまで緩和する「一定の空地等を確保した場合」の要件は次の通りです 
 

・敷地面積５００㎡以上の敷地が対象      ・隣地境界線から1.5m以上の距離を確保 
・敷地面積に応じて道路沿いに歩道状空地を確保 
 敷地面積 1,000㎡未満は幅員 1.0m以上 
      1,000㎡以上3,000㎡未満は幅員 1.5m以上 
      3,000㎡以上は幅員 2.0m以上 
 
 

⑥形態又は意匠の制限（建築物・看板等） 

出典：全国地区計画推進協議会 

カ キ ア イ ウ エ オ ク ケ 

・建築物等の屋根、外壁の色彩は、杉並区景観計画に定める「水とみどりの 
 景観形成重点地区（玉川上水沿い周辺地区）」の色彩基準に適合したもの 
 とします（イメージ図参照） 
・建築物等の形態又は意匠は周囲に調和したものとします 

【地区整備計画区域全域】 

ケ 

■ 看板等 

カ 

キ 

ア イ ウ エ 

ク  

ケ オ 

の放射5号線に面する部分 

・高彩度色の使用は表示面積の1/３以下 
・光源の点滅、赤色や黄色の使用、露出 
 光源の使用を制限 

・掲出できる看板等は自家用のみとします 

ク ケ ・屋上設置の看板等を制限します 

建築物等のイメージ図 看 板 等 の 
イメージ図 

■ 建築物等（よう壁などの工作物を含む） 

※「用途地域の変更」「建ぺい率・容積率の変更」「土地区画整理事業を施行すべき区域の削除」については、現在、東京都と協議・調整中です。 

２ ３ ※キ・ク・ケは用地地域等の変更はありません。 

一定の空地等を確保した場合 

建築できる範囲 

17m 
13m 

１F 
２F 
３F 
４F 階高 ３ｍ 

    ３ｍ 

    ３ｍ 
 

    ４ｍ 

真北方向 

地盤面 

 
 

放射5号線沿道
の高さ制限の 
イ メ ー ジ 図 

地区計画の地区区分と各方針 

ウ 

キ 

イ 

ケ エ 

都営 
久我山一丁目 
第2団地 

（一団地の住宅施設） 

都営 
久我山一丁目 
第3団地 

岩崎通信機 
玉川上水 
緑地 

國學院大學 
久我山高等学校 イ 

オ 
■ 地区区分・方針 

ク 

ア 

イ 

ウ 

エ 

オ 

カ 

キ 

ク 

ケ 

イ 

カ 

ア 

※ 図の区域の境界等は参考です。 

・中層の共同住宅や日常生活に必要な利便施設が主体となったまちなみの誘導 
・後背の住宅地や玉川上水のみどりと調和を考慮した景観の創出 

放射5号線沿道（放射5号線計画線から20m以内） 

・低層の戸建住宅が主体となったゆとりある住環境 
 を維持する 
・生活道路の整備やみどり豊かな住環境の創出 

一般住宅地A 

大規模敷地A（都営久我山一丁目第2団地） 

・環境空地の創出や周辺のまちなみとの調和に配慮 
・みどり豊かな住環境に貢献する公共空地や 
 まちなみの誘導 

大規模敷地B 

・中層の住宅が主体の良好な住環境の維持 
・みどり豊かな住環境の創出 

大規模敷地A（都営久我山一丁目第３団地） 

一般住宅地B 

・中層の住宅が主体となった良好な市街地の形成 
・玉川上水や周辺の住宅地の環境に配慮したまち 
 なみとなるよう誘導 

一般住宅地C（現在の第一種中高層住居専用地域の区域） 

商店街（現在の近隣商業地域の区域） 

・地域や周辺住民の交流の拠点となる久我山駅周辺の商店街からのにぎわい 
 の連続性を踏まえ、住宅及び商業の立体的な土地利用の推進を図る 

大規模敷地C（現在の準工業地域の区域） 

・周辺住宅地との調和に配慮した工業地としての保全を図る 
・周辺環境と調和した土地利用への誘導 

地区計画 
の 目 標 

１ 玉川上水のみどりと景観を活かし、住環境と交通環境が調和したまち 
２ 身近な生活道路環境が向上し、災害に対応できる安心して住めるまち 
３ 住環境の潤いをもたらすみどり豊かなまち 
４ 魅力的な景観が形成され、誇りや愛着が生まれ、住み続けたくなるまち 

放射5号線沿道地区の考え方（地区区分   ） 

● 

● 

玉川上水 

 
車道 

放射5号線 
計画線 

幅員60m 

 
植栽帯 

20m 

20m 

放射5号線沿道 

 

放射5号線沿道 

 

車道 

【出典（放射5号線平面図）】 
東京都第三建設事務所 
三建・放5ニュース16号に加筆 

緑道 

歩道 

方針 

地区 

方針 

地区 

方針 

地区 

方針 

地区 

方針 

地区 

方針 

地区 

方針 

地区 

方針 

地区 

方針 

地区 

土地区画整理事業を 
施行すべき区域 

土地区画整理事業を 
施行すべき区域 

■区域凡例 

地区計画区域 

地区整備計画区域 

一団地の住宅施設 

ア 

N 

・環境空地の創出や周辺のまちなみとの調和に配慮 
・みどり豊かな住環境に貢献する公共空地や 
 まちなみの誘導 

・中層の住宅が主体となった良好な市街地の形成 
・玉川上水や周辺の住宅地の環境に配慮したまちなみとなるよう誘導 

方針 

地区 

凡例 

：地区名称 

：土地利用の方針 

岩崎橋 

兵庫橋 

○玉川上水との調和や周辺の住宅地の  
 環境に配慮 

目 

的 

⑤垣又はさくの構造制限 【地区整備計画区域全域】 

・道路に面する垣又はさくの構造は生け垣や透視可能なもの 
 とする。それ以外の構造のものは高さ１ｍ以下とする 

カ キ ア イ ウ エ オ ク ケ 

出典：全国地区計画 推進協議会 

○みどり豊かな住宅地の実現や 
 災害時の道路の閉塞防止 

目 

的 

240㎡ 

120㎡  120㎡ 

80㎡ 80㎡ 80㎡ 

例：120㎡の場合 

出典：全国地区計画推進協議会 

イ ア カ 

ウ エ オ ケ 

■ 敷地面積の最低限度の考え方 
・地区計画決定後、新たに敷地を 
 分割する際に適用となります 
 

・現在の敷地をそのまま使用する 
 場合は、建築可能です 
 

・敷地面積は建築基準法の規定に 
 より算出した数値です 

１００㎡ １２０㎡ 

1,000㎡（  の一部100㎡） 

②敷地面積の最低限度 

○敷地の細分化を防ぎ、良好な住環境 
 を維持・創出 

目 

的 

オ 

及び 
○玉川上水のみどりや周辺環境と調和 
 したまちなみを誘導 

目 

的 

   ③壁面の位置の制限 
   ④工作物の設置の制限（隅切り部分のみ） 

ア イ ウ エ 

オ ケ 

カ キ 

ア イ ウ エ オ 

ク ケ 

■道路境界からの後退距離（放射5号線に面した部分は除く） 

カ ア イ エ 

オ 

■隣地境界線からの 
 後退距離 の一部 

50cm 

（世田谷区境側のみ） 

ア キ 50cm ■放射5号線に面した部分 
 の後退距離 

道路 道路 

出典：全国地区計画推進協議会 

壁面の位置の制限のイメージ図 ■ 隅切り 
【地区整備計画区域全域】 

・道路が交わる角敷地は、壁 
 面等を後退することとあわ 
 せて、工作物の設置を制限 
 することで、隅切り形状を 
 確保します 

隅切りのイメージ図 

出典：全国地区計画推進協議会 

道路境界線
や隣地境界
線から一定
の距離を確
保します。 

隣地境界 道路境界 

道路 

4.5～12.5ｍ １ｍ 

１～3.5ｍ 

１～２ｍ 

２～2.5ｍ 

○壁面の位置の制限の緩和(隅切り部分を除く) 
 以下のものについては、後退距離の中に 
 設置することが可能です 
  

・物置等で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、 
 床面積の合計が5㎡以内のもの 
 

・自動車車庫等で、軒の高さ2.3m以下で、 
 かつ、周囲を囲わない構造であるもの 
 
・外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの 
 合計が3ｍ以下であるもの 

○道路沿道の緑地や交通上の見通し 
 の確保及び建て詰まり防止による 
 良好な住環境の維持・創出 

目 

的 

及び 

カ 


